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交通費助成事業におけるIC力ード導入状況にっいて

高齢者交通費助成事業及び障害者交通費助成事業にっいては、バス,電車内での運
賃支払い時の安全性や利便性向上のために、令和3年度からIC力ード(エヌタスT

カードまたはニモカ)による助成を導入した。

( 1 )

ア

高齢者交通費助成事業

概要

高齢者が交通機関を利用することにより、社会的活動の参加の機会を増やし、
もって高齢者の生きがいを高めるとともに介護予防にっなげることを目的とし、交

付年度内に満70歳以上の誕生日を迎える市民に対して交通費の助成を行う。

登録確認通知書(1C力ード)、利用券引換券発送(タクシー等)イ

登録確認通知書

利用券引換券

ウ利用券引換券交換等状況

令和4年度当初

人数

28,劇4

割合

67,331

IC力ード事前登録者

令和3年度当初

29.銑

95.945

IC力ードへの切替者

人数

70.2%

27,013

コミュニティノくス

100.0%

令和4年4月末

害4ム

67.064

タクシー

令和2年度当初

28.フ%

人数

94,0刀

28,614

人数

71.3%

船舶

宝"ム

未交換

100.0%

518

令和3年4月末

29.跳

生11△

91,542

※令和3年4月末の「バス・電車」

令和4年4月末の「バス・電車」

人数

52

44,741

0.馴

91,4紐

交換率

27,013

100.0%

0.1%

害1ム

234

1,船4

46.フ%

100.0%

21,786

令和2年4月末

28.フ%

0.2%

飾,945

人数

73

44,071

2.1%

22.フ%

0.1%

100.眺

32,794

害1心、

233

46.肌

20,753

刀.3%

94,07フ

0.2%

人数は 29,020 人、

人数は 29,184 人、

35.観

鉐,186

22.1%

100.0%

232

38.側

23,330

刀.9%

91,542

0.3%

割合は30.眺

割合は 30.4%

25.乳

100.醐

74.馴

バ
ス
・
電
車



( 2 )

ア

障害者交通費助成事業

概要

障害者が交通機関を利用することにより、社会的活動の参加の機会を増やし、

もって障害者の自立を図ることを目的として、次の対象者に対し、5,000円程度の交

通費の助成を行う。

[対象者]

(ア)令和4年度内で満70歳未満のかた

身体障害者手帳 a 級から3級)、療育手帳、精神保健福祉手帳の保持者

(イ)令和4年度内で満70歳以上のかた

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者

イ登録確認通知害(1C力ード)、利用券引換券発送(タクシー等)

登録確認通知書

利用券引換券

ウ利用券引換券交換等状況

令和4年度当初

・十

人数

6,329

生1ム

20,338

IC力ード事前登録者

令和3年度当初

23.フ%

26.667

IC力ードへの切替者

人数

76.3%

5,850

100.覗

コミュニティノ丈ス

害"合

令和4年4月末

20,838

タクシー

令和2年度当初

22.0%

人数

26,能8

ガソリン

人数

6,329

78.0%

割合

船舶

100.酬

145

未交換

宝1ム

令和3年4月末

23.フ%

26,8能

人数

※令和3年4月末の「バス・電車」

令和4年4月末の「バス・電車」

0.馴

3

26,8船

フ,693

100.呪

5,部0

交換率

5,507

ー%

害1悶

100.0%

28.9%

316

令和2年4月末

21.9%

39

20.フ%

6,951

人数

3

1.2%

26,667

0.1%

フ,馳8

26.1%

5,113

ー%

生11ム

100.0%

4,8紡

28.2%

心

19.2%

フ,835

73.鰐

18.1%

26,6部

0.2%

6,969

人数は 6,169 人、

人数は 6,4刀人、

29.3%

4,舶6

100.酬

25.鰯

U

10,101

18.2%

70.銑

2

26,8能

0.2%

割合は 23.1%

割合は 24.3%

37.6%

100.呪

能.4%

バ
ス
・
電
車
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( 3 )

ア

IC力ード導入に係る取組み及び検証

IC力ード導入後の取組み

・広報ながさき(4・6・フ・12・2月号)や週刊あじさい(8月)などで周知した。

・老人クラブや高齢者ふれあいサロン、自治会などへ訪問し制度等を説明した。

・窓口混雑の緩和のため、利用券引換券と登録確認通知書の発送日をずらした。

.各地域センターにポイント交換機(エヌタス簡易型)を令和4年3月に設置した。

・登録確認通知書の文字を大きくし、イラストや分かりゃすぃ説明を加えた。

イ地域センター窓口におけるボイント交換等状況

地域
センター

中央

ボイント交換件数
(エヌタス簡易型)

小ケ倉

小棚

西浦上

滑石

利用券引換券
交換件数

99

福田

16

茂木

式見

9

2,069

地域
センター

"

日見

127

東長崎

328

土井首

ウ

141

26

ボイント交換件数
(エヌタス簡易型)

2,116

深堀

IC力ード導入後の検証

・バス、電車で助成を受けていた方でタクシー助成に変更された方が相当数いる。

・制度の理解が一定進んだことやポイント交換機を設置したことで、窓口混雑等は
解消された。

・地域センター等での簡易型ポイント交換も円滑に実施された。

U

(令和4年4月分実績)

1,414

香焼

12

伊王島

491

2

高島

276

2

利用券引換券
交換件数

野母崎

21

150

20

三和

599

1,486

一重

8

589

外海

4

229

琴海

3

180

14

合計

102

165

81

208

8

1,260

15

572

181

215

908

13,086



2 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の実施状況について

(1)概要

新型コロナウィルス感染症の影響が長期化する中、生活・暮らしにお困りの方々

への支援として、令和3年度住民税均等割非課税世帯や令和3年1月から令和4年

9月までに新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した世帯に対し、 1世帯

あたり10万円を給付するもの。

( 2 )

ア令和3年度住民税均等割非課税世帯

対象者

66,060世帯(申請不要だが、・2月中旬に市発送の確認害を3力月以内に返送要)

0確認害返送期限:原則令和4年5月31日

匠111^(ム和3年1月~令和4 9月の収入が非課税相当となった世帯)

0確認書受理後、ム和4年2月下旬以降、随時支給

申請必要(収入等の状況がわかるもの添付)

0申請期限:令和4年9月30日まで

( 3 )

0申請書受理後、審査したうぇで、令和4年3月より、随時支給

支給実績

(令和2

非課税世帯

家計急変世帯

1月~令和2年12月の収入)

( 4 ) 周知方法

令和3年12月末以降

令和4年1月末

令和4年1月末

令和4年4月末

発送世帯数

(A)

66,060

令和4年5月初旬

支給決定世帯数

( B )

(令和4年5月30日現在)

当市ホームページを随時更新、コールセンター設置

広報ながさき2月号

当市地域センター及び関係機関にてチラシの配布

広報ながさき5月

民放テレビ4社、ラジオ3局の報道

確認書返送がない世帯へ個別に勧奨通知発送

59,480

支給率

(B)/(A)%

186

90.04

4



参考

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書の提出について

住民税非課税世帯等に対する飽時特別給付金について、令和3年度の住民税の課税状況に基づき、支給

対急者に該当する可能性が商ることから送付しておりますので、右の確認霄の内容を確認していただき、

必要那項を記入のうえ、確認分を切り能して同封の封箇にて送で捉出してください.

本市力嘘認書を受理し、記入内客に不備がないことを確認後、概ね厶週間以内に本給付金を支給する予

定です。

なお.碇認については、令和4年5月31日(当日消印有効)までに必ず提出してください
期限内に確認の捉出がない畑合には、給付金の畳給を辞退したものとみなされ、支給されません.

基準臼(令和3年12月10日)において、住民票に記載されている者であって、世帯全の令和

3年度分の住民税均等割が非課税である世帯の世帯主(右側の確認の確認梱①、②双方とも

チエックがあること.)

【支給額】

口座振込
※原則として、記載されている、 A口座へ振込みます.

長崎市長田上富久

Aが空欄の場合や既に解約されている場合はB口座へ記入いただき、その口座へ振り込みます0

【提出書類】

脹時特別給付金支給要件確認書

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書

長崎市長様

金融懐関名

'孤金橿別

口艶倭仂"

電話番号

お閻含せ期問

お問い合わせ先長崎市舮時特別ヂ村金コールセンター

0570-095400

巨世帯主の方が記入してください。(以下の太枠の中を記入してください。)

内客を確認し、骸当する煽合にチエック桐【ロ)にノを入れてください。

口①世帯の全員が、住民税が課されている他の袈族等の扶撲を受けていません。
確認

口②世帯の中に、住民税諜税となる所得があるのに未申告である者はいません。

禦1・の双方にチェック(■)がある場合に限り、立給対象者に該当し、付金が受け取れます.

(いずれか1つでもチエックがない場合には、宣給対急者に叢当せず、給付金を畳け取れません。)

業確認内容が誤っている堀合は給付金の返週を求める塙合が勗り瑛す。

また、愈図的に虎色の鞭認をした埠合は不立麦蛤としτ詐歎邪に闘われる嶋合があります.

来本給付企を受器しない嶋合は、下欄にJを入れてください.

受付畜問

令和4年10月31日(月)掌で

令和厶年2月14日(月)~令和4年3月13日(白):8:45~20:00(土日も聞設、ただし択白は休碍)

令和4年3月14日【月)~令和4年10月31日{月):8:45~18:00(平日のみ}

■座番号

以上碇認棚の記入内容に相遅南りません。

世帯主
氏名

私の世帯は給付金を受給しません口

支店名

口庄番号

^

※Aに能謡されている口座以外の口塵への振込みを希望する塀含【又はAの口座抑が空欄の場含)、B欄に口座
初報(銀行口座又はゆうちょ銀行のいずれか1つ)を記入してください(世砥主名確の口座に限ります。

坐世壷圭畳畳の口を記入される場合には、人揃にっいτも併せτ記入してください.
捌本人確詔牲類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し、撫込先口庠の逼幅やキャツシユカード{金酷檀

冊名、口座番号,口座名襲人がわかるもののしのが必要です.

口明治

口昭和

年

確認白令和 4年

口塵名輕牙、!(渉',リ
の霞記IE^量吏角ださい

ぎ

■捌テロ座の場合

.1.

^

通帳の記号 逝.の番号
゛ゆうちょ銀行の堀台

1 1 1 10
(注)金融椴閲で口座が作れない等、どうしても口磨による受け取ηが出衆ない方は、コールセンターまでお問い合わせ

ください.

{代理確認・受給を行う場合】イモ理人が確認及び受給する坦合には、下の伽に記入してください。
※代瑳人圃認瓢(マイナンバーカード、転免許とコの写しの暈付が血翌です.

フりガナ 申個者との '是理人住斯代理人生年月日
聞保It理、氏名

日中に遷絡可俺な訂姑番号(

暑名(又は記名押印)

月 日 電歴番号
旧制τ遷結が輩る^

上記の者を{モ理人と認め、郡時特別給付金の

口確認口齢口晦及曜給

口大正

口平成

月日

世帯主氏名を委任します.

郁
"

・
ロ
ロ

,
:
.
i
 
,
、
.
ノ

而
二
窒

代
理
人

:
:
、

、
!
.
゛
1
 
■
J

一
、
登
艸
焦

■
.
、
.
■
、
■

一
"
無
皿

一
"
魚
電

a
゛

゛
畴
、
.

1
■
■
1
.
耳
:
、

、



参考

第3号様式(第6条関係)

住民税非課税世

口座名義仂ナ)
の表記に含わせて下さい

長崎市長様

申請.請求者(世帯圭)

71

氏 名

等に対する時特別給付金(家
申書(求書)

巨

2.申請者が属する世帯の状況

フt

名氏

R31以降
家叶急交が
あった者

2

生年月日

急変世分)

明治・大正・昭和・平成・令和

年 月日

通帳番号
(煮昆註でご田下さし、)

3

申と
の続柄

4

5

本人

生年月日

3.振込口座(原則、1.の申請.請求者の口座とします。)*墨期間入ψ金の胤、0座を記入し加Ⅷくださ゛.

※下欄に記載し、撮込先金融機関口座確認書類を添付してください。

【受取口座記入欄】

(カナ)口座冬
口座金融概関名 店 名支 」名軽に懐る.峯rl.申躋.鯖京分矧

1.銀行ミ最
2.金庫●.憶協 本・冥店
3.信艶,.億澁速 本・声所
4.信連 密彊所

現

明・大・昭・平・令

月

明・大・昭・平・令

月

明・大・昭・平・令

月

明・大・昭・乎・令

月

住 所

令和3年1月1日時の住所
(現住所と異なる場合に記載)

金勘棲関コード

ゆうちょ銀行 衛目がある場音は
※愚蟻翻にご記入下さい

ゆうちょ銀行を避択された場舎は、貯金轟帳の見帥
き安とまたはキャッシュカードに記歌された記号・番 1
号をご能入下さい.

(注)金融機関の口座がない方、金融機関から薯しく離れた場所に住んでいる方など、どうしても口座による受け取りができない方は、長崎市
飽時特別給付金コールセンター(電話帖70田95如0)にお問い合わせください。

面必 し、。二

、ヘ

年
日

年
日

年
日

年
日

〕
崇



参考

(筑2片)

【誓約.同項】※全ての目を確認し、口にチェッウ(レ)してくだ含い。

口以下の全ての誓約・同項について確認し、誓約・同します。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分X以下「給付金(家計急変世帯分)」という。)の以
①下の支給要件に該当します。゜

・世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていないこと。
・令和4年度分住民税課税決定以降に、令和3年中の収入をもとに申請をする場合には、令和4年度分住民税が非
課税であること。'

②
給付金(家計急変世帯分)の支給要件の該当性等を審査等するため、前住所地での給付金の受給の有無のほか、
長崎市が必要な住民基本台帳情報、税報等の公癖等の確認金行うことや必要な資料の提供を他の行政機関等に
求める・提供することに同します。

公癖等で確認できない場合は、関係類の提出を行います。

この申請は、長崎市において支給決定をした後は、給付金(家計急変世帯分)の請求として取り扱います。

長崎市が支給決定をした後、申請信青求)の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、かっ、令和4
年9月30日までに、長崎市が申請・請求者に連絡・確認できない場合に、給付金(家計急変世帯分)が金給さhない
ことに同します。

給付金(家計急変世帯分)の支給後、本申請の記載事項にっいて虚偽であることが判明した場合や給付金(家計
急変世帯分)の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金(家計急変世帯分)を返還します。⑥

本給付金は、新型コロナウィルス感染症の影響を受けて収入の減少があった世帯に対し支給するものであり、例え
ぱ、事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や産物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対
叡月として給付申請した場合など、新型コロナウィルス感染症の影等により収入が減少したわけではないにも関わ
らず、支給申請することは、不正行為に該当します。不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の懲役刑
に処、れることがあります;一』'山

⑦

⑧住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給した世帯に嘱していた者はいません。受給していた場合には、⑧住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を返還し余す。'ー゜ロ'

提出類

『住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請害(請求書)』(本書)
※必要事項を御記入ください。

『申請・請求者本人認書類の写し(コビー)』
※申請・請求者の 、バー' パ

ビ=Σを御用意ください。

『申・求者の世帯の状況をできる書類の写し(コピー)』
※申請・諮求者の申請時の世帯の状況を確認できる コーを御用ください。

(令和3年1月1日以降、複数回転居した方)『戸籍の附表の写し(コピー)』

『受取口座を確認できる書類の写し(コビー)』

※通帳やキやツシュカードの写L(コE-)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名人を確認できる部分の写し
(コビー)を御用ください。

易な収入(所得)見込額の申立書』

収入(所得)及ぴ経の状況を確認できる書類の写し(コピー)
給与収入、亊業収入又は不動産収入、公的年金収入の4種類の収入で判定を行います.
収入(所栂)及び経費がわかる類の写し(コピー)を添付してください。
伊D源泉徹収票、確定申告、帳癖、年金決定通知(年金額改定通知)等

その他、令和3年1月以降の任の1か月の給与明細や年金振込通知等でもかまいません.
ただし、令和4年度分住民税課税決定以降に令和3年中の収入(所得)をもとに申請する合には、、和4年1月1日時点
でお住まいの市区町村が発行する住民税非課税証明も添付してください。

※【約・同

本申立ての内容に相違ありません。

令和年月 日

項】のチェツク漏れや、添付類の不備はありませんか(チェック漏れや牽付類の不がある合、給付を受けられません。)

コ

申,者氏名

③
④
⑤

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ



参考
(第3片)

簡易な収入(所得)見込額の申立書

0 「住民税非謀税世帯等に対する臨時特別給付金申請書」と一緒に御提出くださレ

チェック(団)してください。

口私の世帯は、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少しました。

② 申請轡の「2.申請者が属する世帯の状況」に記入した者全工について御記入ください。

(フりガナ)

氏名 左桐の者が扶
養する者の数

①

令和3年
座住民税
課税状況

障害者控除等の
適用

③

口障害者控除

口寡婦(夫)控酬
口ひと"親控餘

口課税
口非課税
口未申告人

0課税
口非課税
口未申告

任意の1か月で
申し立てる場
合、その年月

④

人

口障害岩控除
口嘉婦(夫)控除
口ひとり親控除

口課税
口非課税
口未申告

(記入上の注意)
①「左欄の者が扶養する者の数」欄には、同居・別居にかかわらず、左欄の者が扶養している親族の数を記入して下さい。(扶養控除等申告書

届け出ている人数)
②「令和3年度住民税課税状況」拙には、該当する項目にチェック自してください。
③「障害者控除等の適用」欄は、該当する控除を受けている揚合には、チ=ツク目してください。
④「任意の1か月で申し立てる年月」欄には、住民税非課税相当の収入であった、令和3年1月以降の任意の1か月の年月を記入してください

※源泉徴収票等の年問の収入(所得)がわかる類をもとに申請される場合には、記入は不要です。

⑤「任意の1か月の収入」欄には、住民税非課税相当の収入であ0た、令和3年1月以降の任意の1か月の収入を記入してください
※源泉徴収票等の年問の収入(所禍)がわかる霄類をもとに申請される場合には、記入は不要です。

給与収入※細ナぞの入がかる書をご提出ください.
かるにこ入く入又は不 い収入又は 二■.■

※帳癖などの収入額が分かる書類をご提出ください。不産

年金収入.:.'知'知"知一なEI)額がわかる書をご提出ください

⑥「年問収入見込額」欄には、 D欄(収入合計額)を12倍した金額を記入してください。
※源泉徴収票等の年問の収入(所得)がわかる霄類をもとに申舗される場合には、年問の収入額を記入してください。

⑦「非課税相当収入限度額」には、①欄の人数に応じて、下表から該当する非課税相当収入限度額を記入してください。
(早見表>

入ているの況

単身又は扶養親族がいない場合 965,000万円

配偶者・扶養親族(1名)を
1,46 9,000円

扶養してぃる場合

配偶者・扶養親族(計2名)を
1,8 7 9.9 9 9円

扶養している場合

配偶者・扶養經族(計3名)を
2,3 2 7,9 9 9円

扶養している場合

配偶者・扶斐親族(計4名)を
2,フ 7 9.9 9 9円

扶養している場合

2,043,999円 ※これを超える堀合は、上記の被扶塁者の人数に応じた侶分を適用ひと"の口年、 、

任意の1か月の収入⑤

事業収入又は
給与収入 木動産収入

【B】【AI

収入合計額 A.B゛C.ゆ1

人

令和

口障害岩控除

口寡婦(夫)控除
口ひとり親腔除

年

口課税
口非課税
口末申告人

令和

月
円

年収入合計額 A+B◆C・ゆ1

口障害者控雑
口寡婦(大)控除
口ひとり親控除

口課税
口非課税
口未申告人

ム和

月

口障杏者控除

口寡婦(夫)控除
口ひと"親控除

年

円

収入合計額 A+8+C*【D】

年金収入

【d

令和

月
円

年収入合計額 A+B+C・【D】

年間収入
見込額
DX 12

⑥

円

令和

面を記入してください.

月

円

年

円

収入合計額 A'BI0 【D】

非課税相当
収入限度額

⑦

円

円

月

円

円

円

円

円

円

円

円

所得により申する揚合は、引き読き、

円

8

円

円

円



参考
(第4片)

1釦諦

(フりガナ)

氏名
年問収入
見込額

⑥

給与所得
控除額

⑧

事業収入等
の経費

⑨

公的年金等
控除

⑩

(記入上の注意)

⑥「年問収入見込額」欄には、表面の年問収入見込額(⑥欄)の額を転記して下さい。
⑧_[鐙;曳,駈:侵撞驗麺,1_楓嬬.は、"撚丁吹寔定式に'.戈.捺強麺ゑ駄真四.ヒ._三1巳入S 本t皇い。 ...■●■^●●●●●^^^弔暑■●^^^■^弔●■●冒◆^^^^1冒●●●●●1昆冒●...●^^^^..^●●●^.■■^

1【給与収入額】 1控除額】儁与収入額】ι控除額】 1
1161.9万円未満→55万円 162.8万円以上180.0万円未満→給与収入一(給与収入XI/4×2.4+100,000) 1
!161.9万円以上162'0万円未滴一給与収入一106.9万円 180_0万円以上360.0万円未満→給与収入一(給与収入XI/4×2.8-80,000)}
1162.0万円以上162.2万円未満→給与収入一107.0万円 360.0万円以上660.0万円未満一給与収入一(給与収入XI/4×3.2-440,000) 1
!162.2万円以上162.4万円未滴→給与収フ、-107.2万円 6印.0万円以上850.0万円未満一給与収入一(給与収入XO.9-1.100,000) 1
1162.4万円以上162.8万円末満→給与収入一107.4万円 850.0万円以上一195.0万円 1

@t璽暴亟区璽英蔓費1に二に二に:に二こにニニニニニニニに二にこ二にこ:に1にご1二'ー'ニ、ーーーーーーーーーー、ー、ー、ーーーー、ーーーーーー"ーーーー'
「Φ亭業収入又は不動産収入を記入した方は、当該収入のために要した経費の12か月相当額をビ記入ください 1
1②帳鯨等の上記の経費がわかる香類をビ提出ください。 1
""'t三S璽至亙翌夏除』ι?麺'に{喜7"'嘉lf1弓蕉斌弐桜'ミリ'種蚕題亙証粂菟驫1ミ:煮璽11ミ"委讐"じ{;'"'""、"ー"ー、、ー""ー、、ー""'、'""、""""、、、、""""'、"""'"""'、""""ーー'

(65歳未満の方) (65歳以上の方)
【公的年金収入額】 【控除額】 【公的年金収入額】 【控除額】

130万円未満 60万円 330万円未満 U0万円
^ ,^

130万円以上410万円末満一公的年金等収入分XO.25+27万5千円 330万円以上410万円末満→公的年金等収入分XO.25+27万5千円
410万円以上770万円未滴一公的年金等収入分XO.15+聞万5千円 410万円以上770万円未満→公的年金等収入分XO.15+肌万5千円
フ70万円以上1.000万円未満→公的年金等収入分XO.05+145万5千円 770万円以上1,000万円米満一公的年金等収入分XO.05+H5万5千円
1,000万円以上 195万5千円 1,000万円以上 195万5千円■■^ ・^

'""r革僧イ所禧亘1式顎」の瓢tE1王:'11〒'諾!覚楚弐iE'ミ"'哥写あ1':""'昔籠子こで"殻莟';"{ニ""ーー'"、"""""ー、ー"ー、'、""""ー、、'ー'""'""、"""ー""ー'"、'"、'"""""'""""、'"""、ー"
⑪年問所得見込額 ⑥年問収入見込額 (⑧給与所得控除額+⑨事業収入等の経費+⑩公的年金等控除)

,

所俳兄込1

年問所得
見込額

⑪

酋

Un課悦相当旬

非課税所径
限度額

⑫

^
゛

非課税相当所得限崖額

415,000円

1,3 50,000円

ー〔兆翻税駈役眠磨墾」_E!焦._の.欄股△歎鯉竪じ工、王毒か巨堕当丈ゑ寺翌起想"当廼j旦曝座類空起入してS型室い。
※限度額は下の早見表から、①欄の「左欄の者が扶養する者の数」に応じた状況に対応する欄の金額を記入してください。
※下表の「扶養している親族の状況」は、「申請者本人」「同一生計配偶者(所得金額48万円以下の者)」「扶養親族a6歳未満の者も含
む)」の合計人数です。

濠これを超える達含は、上記の被扶青の人凱に応じだ区分を

919,000円

1,2 3 4,000円

く早見表)

扶養している親族の状況

単身又は扶養親族がいない場合

配偶者・扶養親族 U名}を
扶養している場合

配偶者・扶養親族(計2名)を
扶養している扱合

配偶者・扶養親族(計3名)を
扶養している場合

配偶者・扶養親族(計4名)を
扶養Lている場合

障害者、未成年者、寡婦、
ひとり親の場合

1,549.000円

1,864,000円

一
一


